
79ラテンアメリカ・レポート Vol.31 No.1

論稿｜Article

近年におけるブラジル中小企業の成長

二宮　康史

はじめに
ルーラ政権（Luiz Inácio Lula da Silva）が発足

した 2003 年以降のブラジル経済は，マクロ経済

指標の改善，中間所得層の拡大にともなう消費市

場の活況，中国を中心とした資源需要に支えられ

たコモディティ輸出の増加などにより，安定成長

を実現した。ブラジル中央銀行のデータで年代別

の年平均実質 GDP 成長率をみると，2000 年代は

3.61％と 1990 年代の 2.54％を上回った。ここ数

年は個人消費の減速に加え，リーマン・ショック

とその後の欧州債務危機にともなう世界経済の低

迷などで低成長が続くものの，大幅な成長率の下

振れはみられない。

ブラジル企業売上げ上位 500 社（金融機関を除

く）の財務データをまとめた，EXAME 誌 2013

年 7 月特別号 Melhores&Maiores（Best&Bigest）によ

れば，500 社の合計売上高（実質ベース）は 2003

年の 1 兆 4880 億レアル（1）から年々増加し，2012

年には 2 兆 1400 億レアルとなった。この間，リー

マン・ショックの影響を受けた 2009 年以外の年

は常に前年比増となっている。この結果をみると，

好調な経済環境下で企業活動が活発化しているの

は間違いないといえそうだ。しかし，「企業」と

いった場合，総体としてとらえるにはあまりに大

きな集団である。というのも，たとえば EXAME

誌で示したデータは売上上位 500 社の結果に過ぎ

ず，その他を含めた数多くの企業の業績を推し量

るにはかなり限定された範囲での見方であり，「企

業」という集団のなかでは，事業体数の大部分を

中小企業（2）が占めるからである。

ブラジルでは，不安定な経済推移や高率のイン

フレ，金利など，経営基盤が脆
ぜい

弱な中小企業に不

利な環境が発展を阻んできた（小池［1997:21］）。

しかし，先に述べた 2003 年以降のマクロ経済状

況を考慮すれば，その環境は徐々に改善されてい

るはずである。また，新自由主義的な経済政策が

主導した 1990 年代に比べて，ルーラ政権以降，

政府が積極的に産業政策を打ち出す傾向もみられ

る（二宮［2013: 102-110］）。その中身をみると中

小企業の育成につながる政策も目立つ。つまり，

近年の状況変化で中小企業がより成長しやすい環

境が生まれているのではないかという問いが本稿

の出発点となる。中小企業はそもそも，大企業と

比較して資本や人材面で制約され，とくに零細企

業の場合はインフォーマルセクター（3）にとどまる

傾向があるため，消極的な見方でとらえられがち

だ。ただし，その一方で彼らは新産業の担い手と

して，地域経済の担い手としての役割が期待でき，

ブラジルの発展に貢献できる立場にある。

そこで，本稿では近年の状況変化のなかにお

ける中小企業の成長を考察したい。構成として，

Ⅰ節では多数多様な中小企業の全体像をとらえ

る た め， ブ ラ ジ ル 地 理 統 計 院（IBGE: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística）の企業デー
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タから企業全体における中小企業の位置づけを明

らかにする。Ⅱ節では近年，中小企業の成長を促

している背景に何があったのかを，とくに政策面

での動きに注目し考察する。Ⅲ節ではおもに現地

調査（4）の結果をもとに中小企業が抱える課題に言

及する。そして最後に本論の議論をまとめ，今後

の研究課題を提示する。

Ⅰ 	 企業データからみた中小企業の位置
づけ

1　中小企業の定義

中小企業というテーマを論じるにあたり，最初

にブラジルでの定義をみよう。ブラジルでは，法

的根拠としての中小企業の定義は，優遇税制や金

利の適用基準として個々の法令，機関により定め

られているが，一般的な意味で使用する「中小企業」

についての定義は存在しない。個々の主体により

定められた代表的な定義を表 1 にまとめた。

取り上げた定義の主体は，中小企業支援を行う

非営利民間団体であるブラジル零細・小企業支

援サービス（SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas），中小企業向け融

資制度を設けている政府系金融機関の国家経済

社会開発銀行（BNDES: Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico Social），そして零細・小企

業向け特別制度を定めた，2006 年 12 月 14 日補

足法令 123 号「零細・小企業一般法」（通称“Lei 

Geral”）の 3 つである。

それぞれの特徴をみると，ブラジル零細・小企

業支援サービスはこのなかで唯一従業員数を基準

とし，「工業」と「商業・サービス業」で業種に

より 2 種類の基準を設けている（5）。国家経済社会

開発銀行と零細・小企業一般法はいずれも暦年の

税引前売上高で，業種による区分はない。国家経

済社会開発銀行と零細・小企業一般法を比較する

と，同じ零細，小企業の定義に大きな差があるこ

とがわかる。とくに零細企業の定義は零細・小企

業一般法が圧倒的に小さい。

つまり，ブラジルで中小企業を語る際に，定義

は個々の主体によって大きく異なる点を前提とし

た議論になることを，あらかじめ考慮する必要が

表１　ブラジルのおもな中小企業定義一覧

機関 / 法令
ブラジル零細・小企業支援サービス 

（SEBRAE）1）
国家経済社会開発銀行 

（BNDES）
零細・小企業一般法 
（通称：Lei Geral）

基準 従業員数 税引前年売上額 税引前年売上額
業種 工業 商業・サービス業 区分なし 区分なし

零細企業 19 人以下 9 人以下 240 万レアル以下 36 万レアル以下

小企業 20 人以上 99 人以下 10 人以上 49 人以下
240 万レアル超，1600 万レアル
以下

36 万レアル超，360 万レアル
以下

中企業 100 人以上 499 人以下 50 人以上 99 人以下
1600 万レアル超，9000 万レアル
以下

－

中・大企業 － 2） －
9000 万レアル超，3 億レアル 
以下

－

大企業 500 人以上 100 人以上 3 億レアル超 －
（出所）  SEBRAE，BNDES，2006 年 12 月 14 日補足法令 123 号。
（注） 1）SEBRAE は 2011 年まで適用された定義を提示。SEBRAE はそれ以降 Lei Geral に定義を統一。
 2）表中の「－」は定義なし。
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ある（6）。

2　企業全体における中小企業の位置づけ

つぎに，企業の全体像を，ブラジル地理統計院
（IBGE）の「中央企業登録統計」（CEMPRE: Esta-

tísticas do Cadastro Central de Empresas）2011 年

版でみたい。同資料は連邦収税局の納税者番号
（CNPJ）を企業単位のベースとし，労働雇用省の

統計 RAIS（Relação Anual de Informações Sociais）

や IBGE が実施した電話インタビューなどで実態

として経済活動があるとみなされた企業，および

公共機関や非営利団体などの組織を対象とした調

査である。そのためインフォーマル企業や，フォー

マルであっても活動実態のない企業は含まれな

い。同資料によれば，2011 年 12 月 31 日時点で

の登録企業数は 512 万 9205 社，そのうち公共機

関や非営利団体などの組織を除いた純粋な企業数

は 461 万 31 社であった（7）。

業種別分類で企業数をみると，商業・自動車

修理業が最大で 219 万 4266 社（登録企業数全体に

対するシェア 42.8％），製造業が 43 万 5547 社（同

8.5％），管理活動・補助サービス業（非金融・非不

動産管理業，人材業，旅行業，警備・調査業，建物管理・

造園業，企業向け事務サービス業）が 41 万 1245 社

（同 8.0％）と続く。就業者数では全体が 5217 万

3093 人であるのに対し，商業・自動車修理業が

1153 万 3978 人（22.1 ％）， 製 造 業 が 886 万 9718

人（17.0％），公共管理・防衛・社会保険業が 769

万 8132 人（14.8％）の順で多い。企業数および就

業者数の観点でみれば，商業・自動車修理業と製

造業がシェア上位 2 業種となる。

以下では，この上位 2 業種における中小企業の

シェアをみる。まず本稿での中小企業の定義であ

るが，中小企業登録統計（CEMPRE）で把握でき

るデータは個々の企業の従業員数であり，前出の

国家経済社会開発銀行（BNDES）や零細・小企業

一般法の定義で使われる税引前売上額に関する情

報は含まれていないことから，ブラジル零細・小

企業支援サービス（SEBRAE）の定義を用いるこ

ととする。商業・自動車修理業では，企業数でみ

ると零細企業が 91.0% と大きいシェアをもつが，

就業者数では 44.1% にとどまる。以下，小企業が

企業数で 8.3%，就業者数で 27.1%，中企業が 0.4%，

5.4%，大企業が 0.3%，23.4% となった。つまり

中小企業のシェアは企業数で 99.7％，就業者数

で 76.6％となる。一方製造業は零細企業が企業数

で 86.4%，就業者数で 19.5%，小企業がそれぞれ

11.2%，21.8%，中企業が 1.9%，19.1%，そして大

表2　主要産業における企業規模別シェア（2011年）

企業規模分類
商業・自動車修理業 製造業

企業数シェア（％） 就業者数シェア（％） 企業数シェア（％） 就業者数シェア（％）

零細企業 91.0 44.1 86.4 19.5

小企業 8.3 27.1 11.2 21.8

中企業 0.4 5.4 1.9 19.1

大企業 0.3 23.4 0.4 39.5

（出所） IBGE による CEMPRE データをもとに筆者作成。
（注） 企業規模の定義は表１の SEBRAE を採用。商業・自動車修理業では零細企業が従業員数 9 人以下，小企業

が 10 人～49 人，中企業が 50 人～99 人，大企業が 100 人以上。製造業では零細企業が 19 人以下，小企業
が 20 人～99 人，中企業が 100 人～499 人，大企業が 500 人以上。
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企業が 0.4%，39.5% となった。つまり中小企業

のシェアは企業数で 99.6％，就業者数で 60.5％と

なる。

商業・自動車修理業と製造業を比較すると，製

造業の方が企業数，就業者数両面で中企業のシェ

アが高い。とくに就業者数シェアでみると，商業・

自動車修理業が 5.4% であるのに対し，製造業は

19.1% となる。また，どちらの業種も就業者数シェ

アでみた方が，中小企業の割合が高い。一般的に

政府が中小企業政策を行う際に，雇用創出効果を

重視する傾向があるのはこのためともいえる。

3　�製造業の工業生産額における中小企業の�

シェア推移

つぎに，製造業に焦点を絞って生産額における

中小企業のシェアをみたい。ブラジル地理統計院
（IBGE） で は「 工 業 調 査 」（Pesquisa Industrial）

のなかで，従業員規模別にみた粗工業生産額推

移を公表している。工業調査は中央企業登録統

計（CEMPRE）のデータベースをもとに，生産額

などの情報を個別企業に対しサンプル調査した結

果である。ここでは 2011 年時点の製造業（鉱物

採掘業を除く）の粗工業生産額における中小企業

のシェアに加えて，合計生産額の伸び率が従業員

規模別にどう変化したかに注目する。過去からの

変化を観察するにあたり，ブラジルの実質 GDP

成長率が比較的高い時期にあたる 2007 年～ 2011

年（年率 4.20％）と，成長率が低い時期にあたる

1998 年～ 2002 年（同 1.70％）（8）の 2 つをみる。なお，

2 つの期間を比較するうえで，本統計が名目ベー

スの生産額のため物価上昇の影響が除外されてお

らず，調査対象となる従業員規模数の範囲など細

かな基準において違いがあり，また，各従業員規

模別階層を構成する個々の企業と企業数が各年で

異なる点を考慮する必要がある。

まず，2011 年時点（表 3）の粗工業生産額にお

ける従業員数 500 人未満の中小企業のシェアは

33.6％であり，大企業（66.4％）の約半分であった。

前述の企業数シェア（中小企業が 99.6％），就業者

数シェア（同 60.5％）と比較すると，中小企業の

割合はさらに低い結果となる。これまでブラジル

の工業化の担い手として大企業が重視されてきた

のは，生産額における大企業のシェアが高いとい

う事実によるといえる。

表３　製造業における従業員規模別粗工業生産額（2007年～2011年，名目ベース）
単位：千レアル，％

従業員規模 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 07～11年の
年増加率

2007 年
シェア

2011 年
シェア

～4 人 14,392,228 25,946,340 20,574,190 23,455,433 23,382,265 12.9 1.1 1.2
5 人～29 人 73,848,224 83,567,335 85,017,462 97,797,433 111,225,623 10.8 5.4 5.8
30 人～49 人 36,191,633 43,450,556 44,247,555 50,924,834 56,558,930 11.8 2.6 2.9
50 人～99 人 67,878,198 80,772,525 75,965,007 91,597,911 97,910,106 9.6 5.0 5.1
100 人～249 人 129,229,801 152,757,370 137,556,960 162,691,007 183,457,144 9.2 9.4 9.5
250 人～499 人 140,989,798 154,674,875 143,772,122 164,606,622 173,240,263 5.3 10.3 9.0
中小企業計 462,529,882 541,169,001 507,133,296 591,073,240 645,774,331 8.7 33.8 33.6
500 人以上 907,839,070 1,068,662,541 970,595,704 1,143,479,631 1,277,308,825 8.9 66.2 66.4

合計 1,370,368,952 1,609,831,542 1,477,729,000 1,734,552,871 1,923,083,156 8.8 100.0 100.0

（出所） ブラジル地理統計院（IBGE）Pesquisa Industrial - Empresa をもとに筆者作成。
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過去からの推移をみると，2011 年の中小企業

群（9）の合計粗工業生産額（以下，合計生産額）のシェ

ア（33.6％）は，2007 年シェア（33.8%）と比較す

ると若干低下している。ちなみに中小企業群の合

計生産額の年増加率は 8.7％と，大企業を含めた

全体の伸び率（8.8％）を若干下回った。しかし従

業員規模別に細かくみると，同じ中小企業群のく

くりのなかでもシェア，あるいは生産額の増加傾

向に違いがみられる。たとえば，年増加率を各

従業員規模別に比べると，4 人以下が年率 12.9％

と最も高く，250 人～ 499 人が 5.3％と最も低い。

つまり，2007 年～ 2011 年において粗工業生産額

における中小企業群の合計生産額のシェアは低

下しているが，従業員規模が少ない企業群の階層

で合計生産額の伸びが高い傾向がおおむね読み取

れ，実際にシェアも増加している（10）。一般論では，

企業規模が小さければ小さいほど資本，人材面な

どで中小企業の成長は制約されるといわれる。同

一企業の推移を比較したものではなく個々の企業

の生産性変化など諸要因を排除した分析ではない

が，今回の結果は必ずしもそのとおりにはなって

いない。

つぎに，経済成長率が伸び悩んだ 1998 年～

2002 年の従業員規模別粗工業生産額の増加率を

同じようにみたい（表 4）。1998 年～ 2002 年にお

ける合計生産額全体の伸びが年率 18.5％増であっ

たのに対して，500 人以上の大企業群の合計生産

額が 20.4％と高い伸び率を記録した一方，500 人

未満の中小企業群は 15.5％の伸び率にとどまっ

た。とくに，従業員規模が少ない 5 人～ 29 人の

層では 11.5％増と，全体のなかで最も低い結果で

あった（11）。つまりこの期間は，大企業群に比べ

中小企業群の生産額増加が抑制されていたことが

わかる。この 2 つの時期を比較した結論として，

近年の経済拡大期において，中小企業のなかでも

より従業員規模の少ない企業群で生産額の伸び率

が高い結果が示されたことになる。

なお，ここでもう 1 つ興味深い点として指摘し

たいのは，製造業の粗工業生産額において，1998

年時点の中小企業群のシェアは 40.1％と，2011

年の 33.6％よりかなり高かったという事実であ

る。しかも，1998 年時点のシェアには従業員数

4 人以下の企業が含まれていないのに対し，2011

年は含まれたシェアとなっており，製造業の粗工

表４　製造業における従業員規模別粗工業生産額（1998年～2002年，名目ベース）
単位：千レアル，％

従業員数 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 98～02 年の
年増加率

1998 年
シェア

2002 年
シェア

5 人～29 人 25,992,617 28,549,499 34,486,682 44,168,662 40,206,451 11.5 7.0 5.5

30 人～49 人 11,935,753 13,558,408 16,929,124 18,282,672 20,010,573 13.8 3.2 2.7

50 人～99 人 21,593,679 25,158,196 29,530,620 36,273,092 41,536,525 17.8 5.8 5.6

100 人～249 人 42,754,481 50,602,229 60,003,362 71,328,778 82,257,467 17.8 11.4 11.2

250 人～499 人 47,648,755 58,962,291 69,394,712 73,149,911 82,659,235 14.8 12.7 11.2

中小企業計 149,925,285 176,830,623 210,344,500 243,203,115 266,670,251 15.5 40.1 36.2

500 人以上 223,996,548 269,629,773 340,373,161 397,374,745 470,598,611 20.4 59.9 63.8

合計 373,921,833 446,460,396 550,717,661 640,577,860 737,268,862 18.5 100.0 100.0

（出所） ブラジル地理統計院（IBGE）Pesquisa Industrial - Empresa をもとに筆者作成。
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業生産額における中小企業群のシェアは全体とし

て低下傾向にあることがわかる。しかし，そのシェ

ア低下の度合いは，1998 年～ 2002 年に 3.9％ポ

イント減であったのに対して，2007 年～ 2011 年

は 0.2％ポイント減と下げ止まっている。しかも

前述のとおり，従業員規模の小さい企業群ほど合

計生産額の増加率が高い傾向がみられ，近年の中

小企業の状況が変化していると考えられる。

Ⅱ 	 中小企業の成長背景

1　経済環境，法制度

これまで，企業統計における中小企業の位置づ

けと，製造業に絞って近年の生産額の変化をみて

きたが，なぜ中小企業群のなかでも規模の小さい

企業群で伸び率が高い結果が出たのであろうか。

最初に考えられるのは，「経済環境の安定」とい

う背景であろう。冒頭で述べたとおり，経済成長

率でみると，今回統計で抽出した 2007 年～ 2011

年における実質 GDP 成長率は年率 4.20％と，比

較した 1998 年～ 2002 年（同 1.70％）に比べて高い。

当然，経済規模が拡大すれば全体のパイが増える

なかで，既存企業の業績拡大と同時に新規企業の

参入が促され，結果的に規模の小さい企業もその

恩恵を享受できる。逆に経済規模が縮小あるいは

停滞する局面では，全体のパイが伸び悩むなかで

企業間の競争が厳しくなり，金融環境も不安定化

することで，経営体力の低い中小企業にそのしわ

寄せが来ることになる。つまり，経済規模の拡大

自体が中小企業の業績にプラスの影響を与えたで

あろうことが指摘できる。またブラジルの場合，

かつては高インフレ，高金利といった金融環境も

中小企業の成長を阻害する要因とみられていた

が，近年は改善傾向にある。とくに中小企業の資

金調達コストを大きく左右するのは金利水準だ。

貸出金利の指標となる政策金利誘導目標（Selic）

の月利の平均値を試算すると，1998 年～ 2002 年

の 1.64％に対して，2007 年～ 2011 年は 0.88％と

低下している。また，コスト上昇圧力となる物価

上昇率（広範囲消費者物価指数［IPCA］ベース）の

平均値試算では，前者が年率 7.3％，後者が同 5.4％

であった。中小企業の抱える問題に資金繰りや外

部調達コストが挙げられるが，国際的にみれば依

然としてその水準は高いものの，過去に比べてこ

うしたコストは低下傾向にある。

このように，経済環境の安定が中小企業群の業

績に好影響を与えた点は容易に推察できるが，こ

の背景だけで説明するには不十分である。なぜな

ら，経済環境の安定は大企業を含めた企業全体に

恩恵をもたらすもので，中小企業に限定した背景

とはいえないからだ。その点，つぎに検討が必要

な背景として，中小企業政策を挙げたい。ブラジ

ルで積極的な中小企業政策がとられるようになっ

たのは近年になってからとされる。ブラジルの産

業政策の歴史をみると，20 世紀の工業化は政府

が主導する形で内国資本，外国資本の大企業を中

心に進み，中小企業政策は政府の開発政策のなか

で低い地位にとどまった（Matos and Arroio［2011: 

17］）。その後，1980 年代の債務危機を受けて，

1990 年代はワシントン・コンセンサスによる新

自由主義的な経済政策が導入される。この時代に

市場開放，民営化をはじめとした構造改革が進ん

だものの，過去にみられた政府主導の積極的な産

業政策は鳴りを潜めることになる。しかし，1990

年代後半の国際的な金融危機や経済の停滞といっ

た問題に直面するなかで，ブラジルでも新自由主

義的な経済政策を見直す機運が生まれ，2003 年

には政治的に左派に属するルーラ政権が発足，再

び政府の役割を重視した開発主義的な政策への方

向転換がみられるようになる（Matos, Arroio and 
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Borin［2014: 276-277］）。

ルーラ政権以降，中小企業，とくに零細・小企

業に焦点を当てた政策が目立つ。具体的には，中

小企業向け法制度整備，公的ファイナンスおよび

中小企業の育成支援策などだ。まず法制度整備を

みると，2006 年 12 月 14 日補足法令 123 号による，

先述の零細・小企業一般法の制定が挙げられる。

同法令は 1988 年憲法で規定された零細・小企業

に対する特別な扱いを，とくに税制度，労働・社

会保障制度，融資・市場アクセス制度について具

体的に定めたものだ。同法令の策定に深く関与し

たブラジル零細・小企業支援サービス（SEBRAE）

では，法令の目的を「雇用の創出，所得分配，社

会融合，インフォーマルセクターの縮小，経済の

強化につながる零細・小企業の発展，競争力の強

化に貢献する」としている。

とくに重要なポイントは，零細・小企業向け簡

易税制度であるシンプレス（Simples）の適用を

本格化した点である。シンプレスは 1990 年代に

すでに連邦レベルでは法令化されていたが，州や

市など自治体での法整備が進まず，簡易税制の仕

組みとしては不完全なものに終わっていた。零細・

小企業一般法の制定で，シンプレスはシンプレ

ス・ナシオナル（Simples Nacional）に名称が変更

されて 2007 年 7 月に発効し，各自治体でも法整

備が進んだ。同簡易税制度では，おもに法人所得

税（IRPJ: Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas），

工業製品税（IPI: Imposto Sobre Produtos Industri-

alizados），純利益社会負担金（CSLL: Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido）， 社 会 保 険 負 担 金

（PIS/Cofins: Contribuição para o PIS/PASEP e 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social），従業員にかかる会社負担の社会保障負

担金（CPP: Contribuição Previdenciária Patronal），

商品流通サービス税（ICMS: Imposto sobre Opera-

ções relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação）， サ ー ビ ス

税（ISS: Imposto Sobre Serviços de Qualquer Na-

tureza）の支払いが，通常はそれぞれの税金・負

担金個別に支払いをする必要があるのに対し，売

上額に対する月 1 回の課税，支払いに集約される。

同法令の適用を受けるには，年間の税引前売上額

が 360 万レアル以下の零細・小企業である必要が

ある。なお，当該法人が資本関係を有する企業グ

ループに属している場合や，外国企業の支店，駐

在員事務所などの場合は本制度の適用対象外とな

る（補足法令 123 号第 3 条）。

さらに，零細・小企業一般法を補完する形で定

められたのが，2008 年 12 月 19 日付補足法令 128

号による「個人零細企業家制度」（MEI: Microem-

preendedor Individual）である。同制度は，年間

の税引前売上額 6 万レアルまでの個人事業主を対

象とし，適用を受けた事業主は法人税などの連邦

税が免除され，毎月約 40 レアルの固定額（12）を税

金として納めれば，その金額が社会保険料，州税，

市税として納付される。また，フォーマル企業化

することで正規の法人納税番号（CNPJ）を取得

でき，法人口座の開設や公的融資制度へのアクセ

スも可能となる。つまり個人零細企業家制度は，

インフォーマルセクターにとどまりがちであった

個人零細事業主のフォーマル化を促し，シンプレ

ス・ナシオナルの適用を受けられる零細・小企業

の“芽”を育てようとする試みととらえられる。

連邦収税局の統計によれば，シンプレス・ナシオ

ナルの対象企業数は 2014 年 2 月 22 日時点で 846

万 6157 社，そのうち製造業は 10.6％を占めてい

る。また個人零細企業家制度の対象事業者数は

同時点で 380 万 3171 事業者，そのうち製造業は

11.6％であった（13）。これらの多くはインフォーマ
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ルからフォーマル化した結果生まれた事業者とみ

られる。

零細・小企業一般法は税制面での優遇にとどま

らず，公共調達における零細・小企業の優遇措置

も定めた。同法令の第 42 条～ 49 条および 2007

年 9 月 5 日付法令 6204 号により，8 万レアル以

下の連邦・州・市の調達案件について，零細・小

企業のみに参加資格を限定することを認めたほ

か，契約額の一定割合を零細・小企業に下請けに

出すという条件設定も認めている。予算企画省の

公共調達ポータルサイト（14）によれば，2013 年の

連邦政府機関などの調達額は 684 億 3700 万レア

ルであったが，そのうち零細・小企業が 30% を

落札している。同比率は 2008 年当時の 23% と

比較すると増加している。とくに，8 万レアル以

下の調達案件では 2008 年の 58% から 2013 年に

71% へと大きく増加した。

2　資金調達

つぎに，中小企業の成長背景として，金融機関

による融資額増加を取り上げたい。中小企業向け

融資で重要な役割を果たすのが，政府系金融機関

の国家経済社会開発銀行（BNDES）である。ブラ

ジルにおける企業向け融資残高は 2013 年 12 月に

1 兆 4641 億レアルであった。それに対して公的

金融機関による特定目的融資残高は 7009 億レア

ルと，47.9％を占める。さらに，このうち国家経

済社会開発銀行による融資残高は 5145 億レアル

と，73.4％を占める。つまり，政策的な意図が反

映される特定目的融資のなかで，国家経済社会開

発銀行は重要な役割を担っている。同行の 2013

年単年度の融資実績は 1904 億 1900 万レアルで

あったが，そのうち中小企業向けが占める割合

は 33.4％（635 億 4300 万レアル）であった。ルー

ラ政権発足後，経済の安定化に向け動き出した

2004 年当時に 31.6％を占めていたことを考える

と顕著な増加とはいえないが，金額（名目ベース）

での伸び率をみると年率 19.7％と高い増加率を記

録している。また，中小企業のなかでも規模別に

みると，とくに小企業向けが年率 28.6％増で，シェ

アも 4.4％から 8.8％に大きく上昇した（表 5）。

同行の中小企業向け融資額を業種別にみると，

2004 年当時，国家経済社会開発銀行の中小企業

向け融資額で最も大きなシェアをもっていたのは

農畜産業で，52.7％であった。ところが 2013 年

にそのシェアは 23.6％へと大幅に低下し，かわり

表５　国家経済社会開発銀行（BNDES）による企業規模別融資額推移（名目ベース）
単位：100 万レアル，％

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
2004～
2013年

年増加率

2004年
シェア

2013年
シェア

零細企業 7,843 5,687 4,761 6,531 8,140 10,855 21,628 23,296 23,889 30,686 16.4 19.7 16.1
小企業 1,742 2,207 2,270 3,457 5,201 5,818 10,266 11,998 12,508 16,704 28.6 4.4 8.8
中企業 2,993 3,768 4,087 6,079 8,505 7,247 13,684 14,367 13,726 16,154 20.6 7.5 8.5

小計 12,578 11,662 11,117 16,067 21,846 23,919 45,578 49,660 50,122 63,543 19.7 31.6 33.4
大企業 27,256 35,318 40,201 48,825 69,032 112,437 122,845 89,213 105,870 126,876 18.6 68.4 66.6

合計 39,834 46,980 51,318 64,892 90,878 136,356 168,423 138,873 155,992 190,419 19.0 100.0 100.0

（出所） 国家経済社会開発銀行（BNDES）。
（注） 企業区分は表１の BNDES の定義。原典では 2010 年～2013 年の実績は中・大企業と大企業の区別がなされているが，

本表では大企業として集計。
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に商業・サービス業が 36.4％から 58.7％に，製造

業が 10.2％から 16.7％にシェアを拡大している。

つまり，中小企業向け融資は，第 1 次産業に重点

を置いた融資から，第 2 次，第 3 次産業へのシフ

トという質的な変化が認められる（表 6）。

中小企業向け融資額増加の背景としては，中小

企業を重点分野に位置づける政策的な変化や近年

の経済環境の安定に加えて，新たな中小企業向け

融資プログラムの導入も挙げられる。とくに，国

家経済社会開発銀行の中小企業向け融資プログ

ラムのなかで近年最も顕著な伸びを示しているの

は，「BNDES カード」（Cartão BNDES）である。

同カードによる 2013 年の融資実績額は 110 億

2300 万レアルであったが，2010 年（43 億 1400 万

レアル）と比較して 2.5 倍以上に急増した。同制

度は，中小企業の投資にかかわる融資を円滑化す

る目的で導入されたプログラムだ。BNDES カー

ドの発行を受けた企業は，事前に同行の審査を経

て登録された供給業者の製品のなかから必要な製

品を選び購入し，その支払いはカードの与信限度

内（100 万レアル）で最大 48 回の分割払いが可能

となる。月利は 2014 年 1 月時点で 0.97％（年利

換算 12.28％）と，通常の法人向け貸出金利（年利

15.9％，2014 年 1 月時点，中銀資料）に比べて割安

となっている。同制度はカードの発行時点で与信

枠が設定されており，都度の融資審査が必要ない

ため，中小企業にとっての利便性は高い。

なお，政策的な意図をもった公的金融機関だけ

でなく，民間銀行でも商業ベースで中小企業向け

融資を積極化する動きがみられる。たとえば，ス

ペイン系のサンタンデール銀行のブラジル法人

は，2013 年 6 月 27 日，中小企業向け融資の強化

を打ち出した（15）。同行では過去 2 年間の中小企

業向け融資額が 37% 増を記録，ブラジルの中小

企業がインフォーマルにとどまらずに，フォー

マル経済に参加する動きがあることを指摘して

いる。

表６　国家経済社会開発銀行（BNDES）による中小企業向け融資額の業種別実績（名目ベース）
単位：100 万レアル，％

農畜産業 採掘業 製造業 商業・サービス業 合計
金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア 金額 シェア

2004 年 6,634 52.7 75 0.6 1,288 10.2 4,581 36.4 12,578 100.0 
2013 年 15,026 23.6 630 1.0 10,581 16.7 37,307 58.7 63,543 100.0 

（出所） 表 5 に同じ。

リオに本店を置くBNDES（筆者撮影（2014年1月））
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3　企業の経営能力向上と現地調達義務

つぎに，中小企業の成長背景として，企業の経

営能力向上に焦点を当てたい。たとえば起業家の

学歴をみるとわかりやすい。各国の起業家事情

を調査しているグローバル・アントレプレナー

シ ッ プ・ モ ニ タ ー（GEM: Global Entrepreneur-

ship Monitor）のブラジル版レポートによれば，

学校で 12 年以上の教育を受けた起業家の割合

は，2002 年に 11.8％に過ぎなかったが，2010 年

に 25.1％（GEM, IBQP［2010: 56］）と大きく上昇，

つまり企業家の基礎的能力が高まっていることが

うかがえる。企業の設立 2 年後の存続率をみても，

2002 年に 50.6% であった比率は，2009 年には

75.6% と上昇している（SEBRAE［2013: 20］）。た

だし，教育水準が上昇しただけで経営能力が単純

に向上するわけではない。ここでも政策的な支援

が重要となる。その役割を担っているのが，先述

のブラジル零細・小企業支援サービス（SEBRAE）

だ。同機関は 1976 年に設立された非営利民間団

体で，全国各州に支部を置き，中小企業支援に向

けたさまざまな事業を展開している。予算規模は

2014 年 に 41 億 3000 万 レ ア ル と，2009 年 の 21

億 4200 万レアルから 5 年間でほぼ倍増した。と

くに近年では起業家支援に力を入れており，起業

家教育，能力育成，中小企業の事業環境にかかわ

る法的整備を意図した公共政策への働きかけ，新

しい市場の開拓，技術革新，金融サービスへのア

クセス改善に取り組んでいる。

ブラジル中小企業支援サービスが近年，力を入

れている取り組みの 1 つが，生産連鎖プログラム
（Programa de Encadeamento Produtivo） で あ る。

中小企業が大企業を頂点としたサプライチェーン

に参加することは，業績を安定させ，各企業の経

営能力を向上させる機会としても重要な取り組み

だ。同プログラムは，国営石油会社ペトロブラス

が現地調達を拡大するに際して，数多くのサプラ

イヤーの中から優良企業を選別するための支援策

として 2004 年に始まったものだ。プログラムに

参加する中小企業は，アンカーとなる大企業およ

びブラジル零細・小企業支援サービスから重点的

な支援を受けることが可能となる。現在，同プロ

グラムに参加している大企業としては，ブラスケ

ム（石油化学），ヴァーレ（鉱山），ゲルダウ（鉄鋼），

オデブレッシ（建設），OAS（建設），ネスレ（食品），

欧米自動車メーカーなど，外資系を含めた大企業

が挙げられる。大企業側のメリットは，政府の支

援で国内調達の裾野を広げることができる点にあ

り，すでに同プログラムに参加しているサプライ

ヤーは約 1 万 5000 社に達するという（16）。

なお，この取り組みを大きく後押ししているの

が，近年，政策的に要求が強まる現地調達義務で

ある。たとえば自動車産業の場合，2012 年に発

表された新自動車政策（Inovar-Auto）により，工

業製品税（IPI: Imposto Sobre Produtos Industrial-

izados）の恩典を得るためには，完成車メーカー

は法令で定められた現地生産工程を履行するだけ

でなく，研究開発投資，戦略的資材の現地調達な

どの義務を負うこととなった。現在では進出完成

車メーカーのほとんどが同政策の認可を受けてお

り，現地調達の拡大を模索している。また近年，

深海油田開発で注目される石油産業にも現地調達

義務が存在する。ブラジルでは，海面から 7000

メートル以上の超深海に位置するプレサル（Pré-

sal）海底油田の開発が進められているが，2013 年

10 月に可採埋蔵量 80 億～ 120 億バレルといわれ

るリブラ鉱区の入札が行われ，ペトロブラス，シェ

ル，トタル，中国海洋石油（CNOOC），中国石油

天然ガス集団（CNPC）の計 5 社による企業連合（コ

ンソーシアム）が 150 億レアルで落札した。入札

条件には一定の現地調達比率が定められており，
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採掘段階で 37％，2021 年までに稼動予定の生産

システム開発で 55％，2022 年以降の生産システ

ムで 59％となっている（17）。また，投資に必要な

資金調達についても現地調達条件が存在する。国

家経済社会開発銀行（BNDES）では，主要な融

資プログラムに金額，数量で国産化率（índice de 

nacionalização）60％を条件に掲げており，前述

の BNDES カードの供給業者として登録する際に

も，その企業の提供する財・サービスが国産化率

を満たしていることを申告しなくてはならない。

このように，さまざまな場面で現地調達要求が

なされることで，地場中小企業のビジネス機会

創出につながっている。

Ⅲ 	 中小企業が抱える課題

これまで，ブラジルの中小企業の成長背景を考

察してきたが，課題も存在する。ブラジルの中小

企業を対象に実施された，大手会計監査法人デロ

イトと経済誌 Exame PME による共同アンケート

調査（回答企業数 336 社，調査期間 2012 年 4 月～ 6 月）

によれば，中小企業の成長を阻害する要因として

上位に挙げられた項目は，1 位が法律・税金シス

テム（44％），2 位が労働法制（30％），3 位に資金

調達（7％）という結果であった（Deloitte, Exame 

PME ［2012: 8］）。つまり零細・小企業一般法制定

後も，依然としてビジネス環境は大きな問題とし

て認識されていることがわかる。さらに今回，筆

者の現地調査により明らかとなった点を中心に，

中小企業が抱える課題を述べたい。

まずは，零細・小企業一般法で定められた零細・

小企業の定義にある税引前売上高 360 万レアルの

壁である。この上限は零細・小企業一般法制定当

初に定められた 240 万レアルから一度引き上げら

れたものの，支援対象を狭めているという指摘が

ある。たとえばブラジル零細・小企業支援サービ

ス（SEBRAE）では，以前は中企業も支援対象に

含まれていたが，2011 年以降，おもに零細・小

企業一般法の対象となる企業への支援を重点的

に行うようになった。その結果，中企業への支援

が手薄になる問題が生じている。支援の有無と

の因果関係は明らかでないものの，前出統計でも

2007 年～ 2011 年に中企業群の合計生産額の伸び

が停滞している。今回の現地調査では，生産連鎖

プログラムでアンカーとなる大企業が中企業を支

援の対象に含めたいと希望しても，プログラムへ

の参加が制限されてしまうほか，零細・小企業で

あっても，税引前売上高が零細・小企業一般法の

上限を上回ってしまうとさまざまな支援を失うた

め，売上を伸ばすことに躊躇するとの指摘がある。

つぎに産業構造面での問題である。たとえば自

動車産業の場合，国際調達が進展しており，大企

業が現地調達を拡大する意向がある一方で，輸

入品との競合が常に存在する。今回，完成車メー

カーの 2 次下請け（Tier2）をしている地場資本

プレス部品メーカーで筆者が行ったインタビュー

では，輸入品との競合で発注価格は常に下方圧力

がかかる一方，原材料の価格上昇圧力があり利益

を出しにくい構図が浮かび上がった。とくにブラ

ジルの場合，鉄やアルミなどの 1 次原料は国内調

達が可能であるものの，サプライヤーが寡占状況

であるため価格上昇圧力がかかりやすい。プレス

部品の場合，コストに占める原材料費の割合が高

く，コスト削減余地が少ない。小物プレス部品は

中国などアジア地域で大量に生産している国から

輸入した方が安価なケースが多く，現地調達が強

化される方向にあるとはいえ，収益を上げにくく

経営が厳しい状況に変わりはない。

また，政府の支援が中小企業に行き渡っていな

いという指摘もある。たとえば，優遇金利が適用



90 LATIN AMERICA REPORT  Vol.31  No.1

近年におけるブラジル中小企業の成長

される国家経済社会開発銀行の融資を受けようと

思っても，民間金融機関に比べて審査に必要な書

類の数や条件が厳しく，結果的に金利の割高な民

間金融機関の融資を受けざるを得ないという事例

が聞かれた。さらに，公的融資を得られたとして

も，中小企業は概して財務管理が未熟であるため，

本来の目的である投資に向けられない可能性もあ

る。とくに，中小企業の問題として「財務管理」

を指摘する声が公的支援機関，中小企業の双方か

ら聞かれた。典型的な例は，企業のオーナー個人

と企業の資金が分けて管理できていないというも

のだ。自動車産業の日系 1 次下請け（Tier1）メー

カーでは，調達先を管理するうえで重要なポイン

トに，部品の品質や納期のほかに財務管理を挙げ

た。Tier1 メーカーが外部から部品調達するうえ

で，安定供給は重要なポイントだ。好景気の際は

よくても，景気後退時に急速に財務状況が悪化し，

供給ストップとなればサプライチェーン全体に影

響が及ぶ。ブラジル零細・小企業支援サービスで

は，このような問題を防ぐためにも，企業の経営

者向けに財務管理をはじめとした経営知識の教育

支援を行っている。

むすび
近年，ブラジル企業を取り巻く状況は大きく改

善した。中小企業のなかでも製造業に着目して検

証したところ，ブラジル地理統計院（IBGE）の

工業統計では，粗工業生産額における中小企業群

全体のシェアは微減となっているものの，とくに

規模の小さい零細・小企業群のシェアが増してい

る点が明らかとなった。本稿ではその背景につい

て，経済環境の安定に加えて，中小企業向け法制

度の整備，公的融資拡大による資金調達環境の改

善，経営能力向上に向けた政策的支援，現地調達

要求の拡大などを指摘した。しかし依然として制

度面，産業構造面などで中小企業が抱える課題は

存在し，また欧州債務危機以降の経済減速による

中小企業の成長への影響についても，検証が必要

となろう。

2014 年 10 月には大統領選挙が予定されてい

る。規模の小さい零細・小企業に焦点を絞った中

小企業政策は現労働者党（PT: Partido dos Trabal-

hadores）政権で大幅な前進をみせた分野である。

2013 年 4 月には中央省庁として零細・小企業庁
（Secretaria da Micro e Pequena Empresa）が新設

され，より規模の小さい企業のビジネス環境整備

に取り組んでいる。このような政策の流れが，次

期政権以降，どのように引き継がれるのかが，今

後注目すべきテーマとなるだろう。

本稿では中小企業の全体像をとらえ，近年にお

ける成長背景に焦点を当てて考察したが，中小企

業は全体としてとらえるにはあまりに数が多く複

雑性を持った存在である。個々の企業が属する産

業，地域によって状況は多種多様であり，総論と

して語るには難しさがある。現地調査でも，中小

企業政策関係者から，個々の企業が属する産業や

地域によって事情は大きく異なり，実際に必要と

される支援策も違うとの指摘がみられた。その点，

より正確に中小企業の実態をとらえるためには，

特定の産業，地域に焦点を絞る必要がある。絞り

込みに際して，とくに近年，未開発であった内陸

地域および北東部・北部で，電力，道路などのイ

ンフラ投資や，自動車，造船などの製造業投資が

みられ，新たな企業集積出現の機会が生まれてい

る。製造業投資では日本企業がかかわる案件もみ

られ，これらの規模の大きい新規投資にともない，

その地域でどのような地場中小企業が成長してい

るのかを観察することも，興味深い研究テーマと

思われる。
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注
⑴ 為替レートは 2014 年 2 月 24 日時点で 1 ドル＝ 2.34

レアル（ブラジル中央銀行）。
⑵ 本稿では「中小企業」という表現を使う際に，と

くに断りのないかぎり「零細企業」を含むものと
する。

⑶ インフォーマルセクターあるいはインフォーマル
の定義であるが，ここでは税金を支払わなくても
いいように企業が商業登記などの行政手続きをせ
ずに活動している状態のことを意味している。

⑷ 筆者はブラジルの中小企業の実態を調査するため，
2014 年 1 月 23 日～ 2 月 13 日の日程でサンパウロ，
ブラジリア，リオデジャネイロで現地調査を行っ
た。インタビュー先は，中小企業支援機関として
ブラジル零細・小企業支援サービス（SEBRAE），
国家経済社会開発銀行（BNDES），連邦貯蓄公庫

（Caixa Econômica Federal），ブラジル零細小企業
庁，研究機関としてブラジル地理統計院（IBGE），
リオデジャネイロ連邦大学，サンパウロ大学科学
技術研究所（IPT-USP），そして企業として日系自
動車部品メーカー 1 社とおもに自動車分野の地場
中小企業 10 社を訪問した。なお，企業訪問に際し
ては海外技術者研修協会（現在は海外産業人材育
成協会）の研修プログラム参加者によるブラジル
ネットワーク，Instituto HIDA/AOTS Brasil（www.
aotssp.com.br）にご協力頂いた。

⑸ 2014 年 2 月 3 日にブラジリアにあるブラジル零細・
小企業支援サービス（SEBRAE）本部に取材した
ところ，同定義は 2011 年まで使用されていたが，
零細・小企業一般法（Lei Geral）の制定後は同法
令の対象となる企業の支援を中心に行っており，
定義も同法を採用しているとのことであった。し
かし，同法では中企業の定義が定められていない
ことから，本稿ではそのまま旧定義を使い論じて
いる。

⑹ 日本の場合，「中小企業」の定義は中小企業基本法
で定められているが，その基準をみると従業員数
または資本金額（あるいは出資の総額）で規定され，
さらに「製造業その他」，「卸売業」，「小売業」，「サー
ビス業」の 4 つに業種が区分されている。具体的
には，製造業その他では，資本金の額または出資
の総額が 3 億円以下の企業または常時使用する従

業員の数が 300 人以下の企業および個人，卸売業
では，資本金の額または出資の総額が 1 億円以下
の企業または常時使用する従業員の数が 100 人以
下の企業および個人，小売業では，資本金の額ま
たは出資の総額が 5,000 万円以下の企業または常時
使用する従業員の数が50人以下の企業および個人，
サービス業では，資本金の額または出資の総額が
5,000 万円以下の企業または常時使用する従業員の
数が 100 人以下の企業および個人，となっている。

⑺ この数字は外国企業の現地法人を含んでいる。中
銀の外資センサス 2011 年版によれば，2010 年時点
で，海外からの直接投資を受け入れていると申告
した企業数は 1 万 3858 社であった。

⑻ 1998 年～ 2002 年にかけては，アジア通貨危機（1998
年），ブラジルの変動為替相場制への移行（1999 年），
水不足による電力危機（2001 年），大統領選挙にと
もなう経済混乱（2002 年）があったことで，実質
GDP 成長率が停滞した。

⑼ ここでは，推移を比較した時点における企業のプ
ロフィールや企業数が同一ではないため，「企業群」
という表現をあえて使っている。

⑽ なお，同データは従業員規模別階層に分類された
企業群の合計生産額であるが，これは各年の企業
数の増減の影響を受ける。これを排除するため，
合計生産額を企業数で割り，一企業単位の生産額
でも検証してみた。その結果，最も伸び率が高い
のは 4 人以下の階層で 8.9％増，そのつぎが 5 人～
29 人の階層で 8.8％増であった。それに対し，500
人以上の大企業群の階層は 5.5％増に止まった。中
小企業群の階層のなかで，企業単位の生産額の伸
び率が大企業群を下回ったのは 250 人～ 499 人の階
層のみで，従業員規模別でみた企業群の合計生産
額の推移で得られた結果と傾向は変わらなかった。

⑾ なお，これを前述のとおり一企業単位の生産額で
検証してみると，最も高い増加率となったのは 500
人以上の大企業群の階層で 19.4％増，最も低いの
は 5 人～ 29 人の階層で 6.7％増，つぎに低いのが
30 人～ 49 人の階層で 8.5％増という結果であった。

⑿ 正確には毎月，社会保障費（INSS）として法定最
低賃金の 5％に加え，工業・商業の場合は商品流通
サービス税（ICMS）として 1 レアル，サービス業
の場合はサービス税（ISS）として 5 レアルを納付
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する。
⒀ 財務省収税局サイト（http://www8.receita.fazen-

da.gov.br/SimplesNacional/Arrecadacao/Estatisti-
casArrecadacao.aspx）。

⒁ 公 共 調 達 ポ ー タ ル サ イ ト Comprasnet（http://
www.comprasnet.gov.br/）。

⒂ 2013 年 6 月 27 日付けサンタンデール銀行プレス
リ リ ー ス “Santander Brasil strenghtens its SME 
business with a 37% increase in loans since 2011”. 

（http://www.santander.com/csgs/Satellite/CF-
WCSancomQP01/en_GB/Corporate/Press-Room/
Santander-News/Santander-Brasil-strengthens-
its-SME-business-with-a-37-increase-in-loans-
since-2011-.html）。

⒃ 2014 年 2 月 3 日の SEBRAE インタビュー時点。
⒄ ペトロブラス社サイト（http://fatosedados.blogs-

petrobras.com.br/2013/10/21/resultado-do-leilao-

do-bloco-de-libra/）。
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